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ずれにも適合し、かつロ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合

すること。

ニ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のい

ずれにも適合すること。

７ 地域密着型介護福祉施設サービス ７ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

イ 地域密着型介護福祉施設サービス費 イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

⑴ 地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)（１日につき） ⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)（１日につき）

㈠ 要介護１ 580単位 ㈠ 要介護１ 547単位

㈡ 要介護２ 650単位 ㈡ 要介護２ 614単位

㈢ 要介護３ 723単位 ㈢ 要介護３ 682単位

㈣ 要介護４ 793単位 ㈣ 要介護４ 749単位

㈤ 要介護５ 862単位 ㈤ 要介護５ 814単位

⑵ 地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)（１日につき） ⑵ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)（１日につき）

㈠ 要介護１ 633単位 ㈠ 要介護１ 594単位

㈡ 要介護２ 702単位 ㈡ 要介護２ 661単位

㈢ 要介護３ 774単位 ㈢ 要介護３ 729単位

㈣ 要介護４ 843単位 ㈣ 要介護４ 796単位

㈤ 要介護５ 911単位 ㈤ 要介護５ 861単位

⑶ 地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅲ)（１日につき） （削除）

㈠ 要介護１ 626単位

㈡ 要介護２ 694単位

㈢ 要介護３ 766単位

㈣ 要介護４ 835単位

㈤ 要介護５ 902単位

ロ ユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費 ロ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

⑴ ユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)（１日につき） ⑴ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)（１

日につき）

㈠ 要介護１ 662単位 ㈠ 要介護１ 625単位

㈡ 要介護２ 733単位 ㈡ 要介護２ 691単位

㈢ 要介護３ 806単位 ㈢ 要介護３ 762単位

㈣ 要介護４ 876単位 ㈣ 要介護４ 828単位

㈤ 要介護５ 946単位 ㈤ 要介護５ 894単位

⑵ ユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)（１日につき） ⑵ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)（１

日につき）
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㈠ 要介護１ 662単位 ㈠ 要介護１ 625単位

㈡ 要介護２ 733単位 ㈡ 要介護２ 691単位

㈢ 要介護３ 806単位 ㈢ 要介護３ 762単位

㈣ 要介護４ 876単位 ㈣ 要介護４ 828単位

㈤ 要介護５ 946単位 ㈤ 要介護５ 894単位

ハ 経過的地域密着型介護福祉施設サービス費 ハ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

⑴ 経過的地域密着型介護福祉施設サービス費（１日につき） ⑴ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（１日に

つき）

㈠ 経過的地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅰ) ㈠ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)

ａ 要介護１ 742単位 ａ 要介護１ 700単位

ｂ 要介護２ 808単位 ｂ 要介護２ 763単位

ｃ 要介護３ 879単位 ｃ 要介護３ 830単位

ｄ 要介護４ 946単位 ｄ 要介護４ 893単位

ｅ 要介護５ 1,012単位 ｅ 要介護５ 955単位

㈡ 経過的地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅱ) ㈡ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)

ａ 要介護１ 793単位 ａ 要介護１ 747単位

ｂ 要介護２ 857単位 ｂ 要介護２ 810単位

ｃ 要介護３ 928単位 ｃ 要介護３ 877単位

ｄ 要介護４ 994単位 ｄ 要介護４ 940単位

ｅ 要介護５ 1,059単位 ｅ 要介護５ 1,002単位

㈢ 経過的地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅲ) （削除）

ａ 要介護１ 784単位

ｂ 要介護２ 849単位

ｃ 要介護３ 918単位

ｄ 要介護４ 984単位

ｅ 要介護５ 1,048単位

⑵ 旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サービス費（１ ⑵ 旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

日につき） 護費（１日につき）

㈠ 旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅰ) ㈠ 旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護費(Ⅰ)

ａ 要介護１ 742単位 ａ 要介護１ 700単位

ｂ 要介護２又は要介護３ 848単位 ｂ 要介護２又は要介護３ 800単位

ｃ 要介護４又は要介護５ 978単位 ｃ 要介護４又は要介護５ 923単位

㈡ 旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅱ) ㈡ 旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護費(Ⅱ)
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ａ 要介護１ 793単位 ａ 要介護１ 747単位

ｂ 要介護２又は要介護３ 898単位 ｂ 要介護２又は要介護３ 847単位

ｃ 要介護４又は要介護５ 1,026単位 ｃ 要介護４又は要介護５ 970単位

㈢ 旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅲ) （削除）

ａ 要介護１ 784単位

ｂ 要介護２又は要介護３ 889単位

ｃ 要介護４又は要介護５ 1,016単位

ニ ユニット型指定介護老人福祉施設における経過的地域密着型介護 ニ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における経過的地域

福祉施設サービス 密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

⑴ ユニット型経過的地域密着型介護福祉施設サービス費（１日に ⑴ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

つき） 費（１日につき）

㈠ ユニット型経過的地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅰ) ㈠ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護費(Ⅰ)

ａ 要介護１ 812単位 ａ 要介護１ 766単位

ｂ 要介護２ 878単位 ｂ 要介護２ 829単位

ｃ 要介護３ 950単位 ｃ 要介護３ 897単位

ｄ 要介護４ 1,017単位 ｄ 要介護４ 960単位

ｅ 要介護５ 1,083単位 ｅ 要介護５ 1,022単位

㈡ ユニット型経過的地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅱ) ㈡ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護費(Ⅱ)

ａ 要介護１ 812単位 ａ 要介護１ 766単位

ｂ 要介護２ 878単位 ｂ 要介護２ 829単位

ｃ 要介護３ 950単位 ｃ 要介護３ 897単位

ｄ 要介護４ 1,017単位 ｄ 要介護４ 960単位

ｅ 要介護５ 1,083単位 ｅ 要介護５ 1,022単位

⑵ ユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サービ ⑵ ユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入

ス費（１日につき） 所者生活介護費（１日につき）

㈠ ユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サー ㈠ ユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設

ビス費(Ⅰ) 入所者生活介護費(Ⅰ)

ａ 要介護１ 812単位 ａ 要介護１ 766単位

ｂ 要介護２又は要介護３ 919単位 ｂ 要介護２又は要介護３ 868単位

ｃ 要介護４又は要介護５ 1,049単位 ｃ 要介護４又は要介護５ 990単位

㈡ ユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サー ㈡ ユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設

ビス費(Ⅱ) 入所者生活介護費(Ⅱ)

ａ 要介護１ 812単位 ａ 要介護１ 766単位
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ｂ 要介護２又は要介護３ 919単位 ｂ 要介護２又は要介護３ 868単位

ｃ 要介護４又は要介護５ 1,049単位 ｃ 要介護４又は要介護５ 990単位

注１ イ、ロ、ハ⑴及びニ⑴については、別に厚生労働大臣が定め 注１ イ、ロ、ハ⑴及びニ⑴については、別に厚生労働大臣が定め

る施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を る施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を

行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして市町村長 行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして市町村長

に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型 に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型

サービス基準第130条第１項に規定する指定地域密着型介護老人 サービス基準第130条第１項に規定する指定地域密着型介護老人

福祉施設をいう。以下同じにおいて、指定地域密着型介護老 福祉施設をいう。以下同じにおいて、指定地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護（同項に規定する指定地域密着型介 人福祉施設入所者生活介護（同項に規定する指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護をいう。以下同じ（介護保険 護老人福祉施設入所者生活介護をいう。以下同じ（介護保険

法施行法（平成９年法律第124号）第13条第１項に規定する旧措 法施行法（平成９年法律第124号）第13条第１項に規定する旧措

置入所者（以下「旧措置入所者」というに対して行われるも 置入所者（以下「旧措置入所者」というに対して行われるも

のを除くを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別 のを除くを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別

に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要 に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要

介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただ 介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただ

し、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない し、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない

場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。 場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

なお、入所者の数又は看護職員、介護職員若しくは介護支援専 なお、入所者の数又は看護職員、介護職員若しくは介護支援専

門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、 門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、

別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労

働大臣が定める基準

イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)、経過的地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)又は旧措置入所者経

過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)を算定すべ

き指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚

生労働大臣が定める基準

ユニット（指定地域密着型サービス基準第百五十八条に規定す

るユニットをいう。以下この号において同じに属さない居室（指

定地域密着型サービス基準第百三十二条第一項第一号に掲げる居

室をいう。ロにおいて同じ（定員が一人のものに限るの入所

者に対して行われるものであること。

ロ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)、経過的地域
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密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)又は旧措置入所者経

過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)を算定すべ

き指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚

生労働大臣が定める基準

ユニットに属さない居室(定員が二人以上のものに限るの入

所者に対して行われるものであること。

ハ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)、

ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

(Ⅰ)又はユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護費(Ⅰ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する居室（指定地域密着型サービス基準第百六十

条第一項第一号イに掲げる居室をいう。ニにおいて同じ（同号

イ⑶(ⅰ)を満たすものに限るの入居者に対して行われるものであ

ること。

ニ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)、

ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

(Ⅱ)又はユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

ユニットに属する居室（指定地域密着型サービス基準第百六十

条第一項第一号イ⑶(ⅱ)を満たすものに限り、同号イ⑶(ⅰ)を満たす

ものを除くの入居者に対して行われるものであること。

２ ハ⑵及びニ⑵については、別に厚生労働大臣が定める施設基 ２ ハ⑵及びニ⑵については、別に厚生労働大臣が定める施設基

準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員 準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準を満たすものとして市町村長に届け出 の勤務条件に関する基準を満たすものとして市町村長に届け出

た指定地域密着型介護老人福祉施設において、指定地域密着型 た指定地域密着型介護老人福祉施設において、指定地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護（旧措置入所者に対して行わ 介護老人福祉施設入所者生活介護（旧措置入所者に対して行わ

れるものに限るを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める れるものに限るを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める

基準に掲げる区分に従い、入所者の介護の必要の程度に応じて、 基準に掲げる区分に従い、入所者の介護の必要の程度に応じて、

それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員 それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100 の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100

分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は看 分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は看

護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労 護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労
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働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定 働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定

めるところにより算定する。 めるところにより算定する。

３ ロ及びニについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさ ３ ロ及びニについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさ

ない場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位 ない場合は、１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位

数を算定する。 数を算定する。

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘 ４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘

束廃止未実施減算として、１日につき５単位を所定単位数から 束廃止未実施減算として、１日につき５単位を所定単位数から

減算する。 減算する。

５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし ５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設につい て市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設につい

ては、日常生活継続支援加算として、１日につき23単位を所定 ては、当該施設基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げ

単位数に加算する。 る単位数を所定単位数に加算する。

⑴ 日常生活継続支援加算(Ⅰ) 36単位

⑵ 日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46単位

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における日常生活

継続支援加算に係る施設基準

イ 日常生活継続支援加算(Ⅰ)を算定すべき指定地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護の施設基準

⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、経過的地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は旧措置入所者経

過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定して

いること。

⑵ 次のいずれかに該当すること。

ａ 算定日の属する月の前六月間又は前十二月間における新規

入所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介護

五の者の占める割合が百分の七十以上であること。

ｂ 算定日の属する月の前六月間又は前十二月間における新規

入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症

状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症で

ある者の占める割合が百分の六十五以上であること。

ｃ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和六十二年厚生

省令第四十九号）第一条各号に掲げる行為を必要とする者の

占める割合が入所者の百分の十五以上であること。
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⑶ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が六又はそ

の端数を増すごとに一以上であること。

⑷ 通所介護費等の算定方法第十号に規定する基準に該当してい

ないこと。

ロ 日常生活継続支援加算(Ⅱ)を算定すべき指定地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護の施設基準

⑴ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、

ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

費又はユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護費を算定していること。

⑵ イ⑵から⑷までに該当するものであること。

６ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし ６ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設につい て市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設につい

ては、当該施設基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げ ては、当該施設基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げ

る単位数を所定単位数に加算する。 る単位数を所定単位数に加算する。

⑴ 看護体制加算(Ⅰ)イ 12単位 ⑴ 看護体制加算(Ⅰ)イ 12単位

⑵ 看護体制加算(Ⅰ)ロ ４単位 ⑵ 看護体制加算(Ⅰ)ロ ４単位

⑶ 看護体制加算(Ⅱ)イ 23単位 ⑶ 看護体制加算(Ⅱ)イ 23単位

⑷ 看護体制加算(Ⅱ)ロ ８単位 ⑷ 看護体制加算(Ⅱ)ロ ８単位

７ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す ７ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関す

る基準を満たすものとして市町村長に届け出た指定地域密着型 る基準を満たすものとして市町村長に届け出た指定地域密着型

介護老人福祉施設については、当該基準に掲げる区分に従い、 介護老人福祉施設については、当該基準に掲げる区分に従い、

１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 １日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ 41単位 ⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ 41単位

⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 13単位 ⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 13単位

⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ 46単位 ⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ 46単位

⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ 18単位 ⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ 18単位

８ イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適 ８ イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適

合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護 合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護

老人福祉施設については、準ユニットケア加算として、１日に 老人福祉施設については、準ユニットケア加算として、１日に

つき５単位を所定単位数に加算する。 つき５単位を所定単位数に加算する。

９ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を ９ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を

１名以上配置しているものとして市町村長に届け出た指定地域 １名以上配置しているものとして市町村長に届け出た指定地域

密着型介護老人福祉施設において、入所者に対して、機能訓練 密着型介護老人福祉施設において、入所者に対して、機能訓練
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指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が 指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が

共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画 共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画

に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓 に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓

練加算として、１日につき12単位を所定単位数に加算する。 練加算として、１日につき12単位を所定単位数に加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市 10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市

町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、 町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、

若年性認知症入所者（介護保険法施行令第２条第６号に規定す 若年性認知症入所者（介護保険法施行令第２条第６号に規定す

る初老期における認知症によって要介護者となった入所者をい る初老期における認知症によって要介護者となった入所者をい

うに対して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 うに対して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

を行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、１日に を行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、１日に

つき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ソを算定してい つき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ソを算定してい

る場合は、算定しない。 る場合は、算定しない。

11 専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する 11 専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する

常勤の医師を１名以上配置しているものとして市町村長に届け 常勤の医師を１名以上配置しているものとして市町村長に届け

出た指定地域密着型介護老人福祉施設については、１日につき25 出た指定地域密着型介護老人福祉施設については、１日につき25

単位を所定単位数に加算する。 単位を所定単位数に加算する。

12 認知症である入所者が全入所者の３分の１以上を占める指定 12 認知症である入所者が全入所者の３分の１以上を占める指定

地域密着型介護老人福祉施設において、精神科を担当する医師 地域密着型介護老人福祉施設において、精神科を担当する医師

による定期的な療養指導が月に２回以上行われている場合は、 による定期的な療養指導が月に２回以上行われている場合は、

１日につき５単位を所定単位数に加算する。 １日につき５単位を所定単位数に加算する。

13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しく 13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しく

は言語機能に障害のある者又は知的障害者（以下「視覚障害者 は言語機能に障害のある者、知的障害者又は精神障害者（以下

等」というである入所者の数が15以上である指定地域密着型 「視覚障害者等」というである入所者の数が15以上である指

介護老人福祉施設において、視覚障害者等に対する生活支援に 定地域密着型介護老人福祉施設において、視覚障害者等に対す

関し専門性を有する者として別に厚生労働大臣が定める者（以 る生活支援に関し専門性を有する者として別に厚生労働大臣が

下「障害者生活支援員」というであって専ら障害者生活支援 定める者（以下「障害者生活支援員」というであって専ら障

員としての職務に従事する常勤の職員であるものを１名以上配 害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるもの

置しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護 を１名以上配置しているものとして市町村長に届け出た指定地

老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算として、１ 域密着型介護老人福祉施設については、障害者生活支援体制加

日につき26単位を所定単位数に加算する。 算として、１日につき26単位を所定単位数に加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注13の厚生労働大臣が定

める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、
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知的障害者又は精神障害者

視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知

的障害者若しくは精神障害者

※ 別に厚生労働大臣が定める者の内容は次のとおり。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注13の厚生労働大臣が定

める者

次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者

イ 視覚障害 点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる

者

ロ 聴覚障害又は言語機能障害 手話通訳等を行うことができる者

ハ 知的障害 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第

十四条各号に掲げる者又はこれらに準ずる者

ニ 精神障害 精神保健福祉士又は精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律施行令第十二条各号に掲げる者

14 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に 14 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に

対して居宅における外泊を認めた場合は、１月に６日を限度と 対して居宅における外泊を認めた場合は、１月に６日を限度と

して所定単位数に代えて１日につき246単位を算定する。ただし、 して所定単位数に代えて１日につき246単位を算定する。ただし、

入院又は外泊の初日及び最終日は、算定できない。 入院又は外泊の初日及び最終日は、算定できない。

15 平成17年９月30日においてユニットに属する個室以外の個室 15 平成17年９月30日においてユニットに属する個室以外の個室

（以下「従来型個室」というに入所している者であって、平 （以下「従来型個室」というに入所している者であって、平

成17年10月１日以後引き続き従来型個室に入所するもの（別に 成17年10月１日以後引き続き従来型個室に入所するもの（別に

厚生労働大臣が定めるものに限るに対して、経過的地域密着 厚生労働大臣が定める者に限るに対して、経過的地域密着型

型介護福祉施設サービス費又は旧措置入所者経過的地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介護費又は旧措置入所者経過的地

介護福祉施設サービス費を支給する場合は、当分の間、それぞ 域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を支給する場合は、

れ、経過的地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)若しくは経過 当分の間、それぞれ、経過的地域密着型介護老人福祉施設入所

的地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅲ)又は旧措置入所者経過 者生活介護費(Ⅱ)又は旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福

的地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)若しくは旧措置入所者 祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)を算定する。

経過的地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅲ)を算定する。

16 次のいずれかに該当する者に対して、地域密着型介護福祉施 16 次のいずれかに該当する者に対して、地域密着型介護老人福

設サービス費、経過的地域密着型介護福祉施設サービス費又は 祉施設入所者生活介護費、経過的地域密着型介護老人福祉施設

旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サービス費を支給 入所者生活介護費又は旧措置入所者経過的地域密着型介護老人
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する場合は、それぞれ、地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅱ) 福祉施設入所者生活介護費を支給する場合は、それぞれ、地域

若しくは地域密着型介護福祉施設サービス費(Ⅲ)、経過的地域密 密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)、経過的地域密着

着型介護福祉施設サービス費(Ⅱ)若しくは経過的地域密着型介護 型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)又は旧措置入所者経過

福祉施設サービス費(Ⅲ)又は旧措置入所者経過的地域密着型介護 的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)を算定する。

福祉施設サービス費(Ⅱ)若しくは旧措置入所者経過的地域密着型

介護福祉施設サービス費(Ⅲ)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師 イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師

が判断した者であって、従来型個室への入所期間が30日以内 が判断した者であって、従来型個室への入所期間が30日以内

であるもの であるもの

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入 ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入

所する者 所する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況 ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への

入所が必要であると医師が判断した者 入所が必要であると医師が判断した者

ホ 初期加算 30単位 ホ 初期加算 30単位

注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算 注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算

として、１日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又 として、１日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又

は診療所への入院の後に指定地域密着型介護老人福祉施設に再び は診療所への入院の後に指定地域密着型介護老人福祉施設に再び

入所した場合も、同様とする。 入所した場合も、同様とする。

ヘ 退所時等相談援助加算 ヘ 退所時等相談援助加算

⑴ 退所前訪問相談援助加算 460単位 ⑴ 退所前訪問相談援助加算 460単位

⑵ 退所後訪問相談援助加算 460単位 ⑵ 退所後訪問相談援助加算 460単位

⑶ 退所時相談援助加算 400単位 ⑶ 退所時相談援助加算 400単位

⑷ 退所前連携加算 500単位 ⑷ 退所前連携加算 500単位

注１ ⑴については、入所期間が１月を超えると見込まれる入所者 注１ ⑴については、入所期間が１月を超えると見込まれる入所者

の退所に先立って介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機 の退所に先立って介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機

能訓練指導員又は医師のいずれかの職種の者が、当該入所者が 能訓練指導員又は医師のいずれかの職種の者が、当該入所者が

退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対 退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対

して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健 して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健

医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行った場合 医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行った場合

に、入所中１回（入所後早期に退所前訪問相談援助の必要があ に、入所中１回（入所後早期に退所前訪問相談援助の必要があ

ると認められる入所者にあっては、２回）を限度として算定す ると認められる入所者にあっては、２回）を限度として算定す

る。 る。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等（病 入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等（病

院、診療所及び介護保険施設を除く。以下同じに入所する場 院、診療所及び介護保険施設を除く。以下同じに入所する場
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合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を 合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を

訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定す 訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定す

る。 る。

２ ⑵については、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅 ２ ⑵については、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅

を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行っ を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行っ

た場合に、退所後１回を限度として算定する。 た場合に、退所後１回を限度として算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入 入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入

所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉 所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉

施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様 施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様

に算定する。 に算定する。

３ ⑶については、入所期間が１月を超える入所者が退所し、そ ３ ⑶については、入所期間が１月を超える入所者が退所し、そ

の居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用す の居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用す

る場合において、当該入所者の退所時に当該入所者及びその家 る場合において、当該入所者の退所時に当該入所者及びその家

族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその 族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその

他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行 他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行

い、かつ、当該入所者の同意を得て、退所の日から２週間以内 い、かつ、当該入所者の同意を得て、退所の日から２週間以内

に当該入所者の退所後の居宅地を管轄する市町村（特別区を含 に当該入所者の退所後の居宅地を管轄する市町村（特別区を含

む。以下同じ及び老人介護支援センターに対して、当該入所 む。以下同じ及び老人介護支援センターに対して、当該入所

者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービ 者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービ

ス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、入 ス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、入

所者１人につき１回を限度として算定する。 所者１人につき１回を限度として算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入 入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入

所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉 所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉

施設等に対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該 施設等に対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該

入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。 入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。

４ ⑷については、入所期間が１月を超える入所者が退所し、そ ４ ⑷については、入所期間が１月を超える入所者が退所し、そ

の居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用す の居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用す

る場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利 る場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利

用を希望する指定居宅介護支援事業者（介護保険法第46条第１ 用を希望する指定居宅介護支援事業者（介護保険法第46条第１

項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じに対 項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じに対

して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の介護状況を示す して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の介護状況を示す

文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サ 文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サ

ービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事 ービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事

業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービス 業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービス

の利用に関する調整を行った場合に、入所者１人につき１回を の利用に関する調整を行った場合に、入所者１人につき１回を
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限度として算定する。 限度として算定する。

ト 栄養マネジメント加算 14単位 ト 栄養マネジメント加算 14単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして市町村長に届 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長

け出た指定地域密着型介護老人福祉施設について、１日につき所 に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設における管理栄養士

定単位数を加算する。 が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメン

ト加算として、１日につき所定単位数を加算する。

イ 常勤の管理栄養士を１名以上配置していること。

ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、 ※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同し 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における栄養マネジメ

て、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養 ント加算の基準

ケア計画を作成していること。 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと イ 常勤の管理栄養士を一名以上配置していること。

もに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。 ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、

ニ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必 歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、

要に応じて当該計画を見直していること。 入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計

ホ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介 画を作成していること。

護老人福祉施設であること。 ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているととも

に、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要

に応じて当該計画を見直していること。

ホ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四

号（看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚

生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であ

って医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにお

ける医師の員数に係る部分を除く。）に規定する基準のいずれに

も該当しないこと。

チ 経口移行加算 28単位 チ 経口移行加算 28単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介 注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介

護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医 護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医

師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が 師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が

共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経 共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経

口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医 口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成してい

師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、経口による食事の る場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄

摂取を進めるための栄養管理を行ったときは、当該計画が作成 養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員に



- 68 -

された日から起算して180日以内の期間に限り、１日につき所定 よる支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算

単位数を加算する。 して180日以内の期間に限り、１日につき所定単位数を加算する。

ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定し

ない。

２ 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口によ ２ 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、

る食事の摂取を進めるための栄養管理が、当該計画が作成され 管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護

た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であって 職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日

も、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指 を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂

示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養 取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口

管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定 による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とさ

できるものとする。 れるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとす

る。

リ 経口維持加算 リ 経口維持加算

⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 28単位 ⑴ 経口維持加算(Ⅰ) 400単位

⑵ 経口維持加算(Ⅱ) ５単位 ⑵ 経口維持加算(Ⅱ) 100単位

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介 注１ ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指

護老人福祉施設において、医師又は歯科医師の指示に基づき、 定地域密着型介護老人福祉施設において、現に経口により食事

医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他 を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められ

の職種の者が共同して、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められ る入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、

る入所者ごとに入所者の摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計 歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種

画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯 の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及

科医師の指示（歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指 び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂

示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。 取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、

注２において同じを受けた管理栄養士又は栄養士が、継続し 当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示（歯科医師が指示を

て経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行った場 行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の

合は、次に掲げる区分に応じ、当該計画が作成された日から起 指導を受けている場合に限る。注３において同じを受けた管

算して180日以内の期間に限り、１日につきそれぞれ所定単位数 理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が

を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合は算定 作成された日の属する月から起算して６月以内の期間に限り、

せず、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合は経口維持加算(Ⅱ)は １月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算

算定しない。 定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場

合は算定しない。

イ 経口維持加算(Ⅰ) 経口により食事を摂取する者であって、

著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査により誤

嚥が認められるものを対象としていること。

ロ 経口維持加算(Ⅱ) 経口により食事を摂取する者であって、
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摂食機能障害を有し誤嚥が認められるものを対象としている

こと。

（新設） ２ ⑵については、協力歯科医療機関を定めている指定地域密着

型介護老人福祉施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合で

あって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するた

めの食事の観察及び会議等に、医師（指定地域密着型サービス

基準第131条第１項第１号に規定する医師を除く、歯科医師、

歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、１月につき所定

単位数を加算する。

２ 管理栄養士又は栄養士が行う経口維持計画に基づく経口によ ３ 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画

る食事の摂取を進めるための特別な管理が当該計画が作成され が作成された日の属する月から起算して６月を超えた場合であ

た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であって っても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者であっ

も、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者であって、 て、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のた

医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための めの食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるもの

食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対 に対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

ヌ 口腔機能維持管理体制加算 30単位 ヌ 口腔衛生管理体制加算 30単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護

老人福祉施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯 老人福祉施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯

科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指 科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指

導を月１回以上行っている場合に、１月につき所定単位数を加算 導を月１回以上行っている場合に、１月につき所定単位数を加算

する。 する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における口腔衛生管理
く う

体制加算の基準

イ 施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士

の技術的助言及び指導に基づき、入所者又は入院患者の口腔（く
く う

う）ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。

ロ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四

号（看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚

生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であ

って医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにお

ける医師の員数に係る部分を除く。）に規定する基準のいずれに

も該当しないこと。
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ル 口腔機能維持管理加算 110単位 ル 口腔衛生管理加算 110単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護

老人福祉施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、 老人福祉施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、

入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合に、１月につき 入所者に対し、口腔ケアを月４回以上行った場合に、１月につき

所定単位数を加算する。ただし、この場合において、口腔機能維 所定単位数を加算する。ただし、この場合において、口腔衛生管

持管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。 理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における口腔衛生管理
く う

加算の基準

イ 施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士

の技術的助言及び指導に基づき、入所者又は入院患者の口腔ケア
く う

・マネジメントに係る計画が作成されていること。

ロ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四

号（看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚

生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であ

って医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにお

ける医師の員数に係る部分を除く。）に規定する基準のいずれに

も該当しないこと。

ヲ 療養食加算 23単位 ヲ 療養食加算 18単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして市町村長に届 注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして市町村長に届

け出て当該基準による食事の提供を行う指定地域密着型介護老人 け出て当該基準による食事の提供を行う指定地域密着型介護老人

福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、 福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、

１日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、 １日につき所定単位数を加算する。

経口移行加算又は経口維持加算を算定している場合は、算定しな

い。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい

こと。 ること。

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容

食事の提供が行われていること。 の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指 ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する

定地域密着型介護老人福祉施設において行われていること。 指定地域密着型介護老人福祉施設において行われていること。

ワ 看取り介護加算 ワ 看取り介護加算
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして

市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、 市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り

介護を行った場合においては、死亡日以前４日以上30日以下につ 介護を行った場合においては、死亡日以前４日以上30日以下につ

いては１日につき80単位を、死亡日の前日及び前々日については いては１日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については

１日につき680単位を、死亡日については１日につき1,280単位を １日につき680単位を、死亡日については１日につき1,280単位を

死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの 死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの

間は、算定しない。 間は、算定しない。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看取り介

護加算に係る施設基準

イ 常勤の看護師を一名以上配置し、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指

定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十四時間

連絡できる体制を確保していること。

ロ 看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又はその家

族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

ハ 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者

による協議の上、当該指定地域密着型介護老人福祉施設における

看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを

行うこと。

ニ 看取りに関する職員研修を行っていること。

ホ 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮

を行うこと。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者の内容は次のと

おり。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護のワの注の厚生労働大臣が定める基準に適

合する入所者

次のイからハまでのいずれにも適合している入所者

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込み

がないと診断した者であること。
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ロ 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者（以下この

号において「医師等」というが共同で作成した入所者の介護に

係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から

説明を受け、当該計画について同意している者（その家族等が説

明を受けた上で、同意している者を含むであること。

ハ 看取りに関する指針に基づき、入所者の状態又は家族の求め等

に応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等入所者に関す

る記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上

で介護を受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上で

介護を受けている者を含むであること。

カ 在宅復帰支援機能加算 10単位 カ 在宅復帰支援機能加算 10単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護

老人福祉施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合してい 老人福祉施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合してい

る場合にあっては、１日につき所定単位数を加算する。 る場合にあっては、１日につき所定単位数を加算する。

イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。 イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、 ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、

入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅 入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅

サービスの利用に関する調整を行っていること。 サービスの利用に関する調整を行っていること。

ヨ 在宅・入所相互利用加算 30単位 ヨ 在宅・入所相互利用加算 40単位

注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定 注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定

める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活 める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護を行う場合においては、１日につき所定単位数を加算する。 介護を行う場合においては、１日につき所定単位数を加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める者の内容は次のとおり。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護のヨの注の厚生労働大臣が定める者

在宅生活を継続する観点から、複数の者であらかじめ在宅期間及

び入所期間（入所期間が三月を超えるときは、三月を限度とする

を定めて、当該施設の居室を計画的に利用している者

タ 小規模拠点集合型施設加算 50単位 タ 小規模拠点集合型施設加算 50単位

注 同一敷地内に複数の居住単位を設けて指定地域密着型介護老人 注 同一敷地内に複数の居住単位を設けて指定地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護を行っている施設において、５人以下の 福祉施設入所者生活介護を行っている施設において、５人以下の

居住単位に入所している入所者については、１日につき所定単位 居住単位に入所している入所者については、１日につき所定単位
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数を加算する。 数を加算する。

レ 認知症専門ケア加算 レ 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町

村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、別に厚生労 村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、別に厚生労

働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当 働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を 該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を

加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場 加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位 ⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位

⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位 ⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位

ソ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位 ソ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での 注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での

生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した 生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した

者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行 者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行

った場合は、入所した日から起算して７日を限度として、１日に った場合は、入所した日から起算して７日を限度として、１日に

つき所定単位数を加算する。 つき所定単位数を加算する。

ツ サービス提供体制強化加算 ツ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町

村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対 村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対

し指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合 し指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単 は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単

位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して 位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。ま いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。ま

た、日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない。 た、日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない。

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位 ⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位

⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位 ⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ６単位

⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 ⑷ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護におけるサービス提供

体制強化加算の基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、
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介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。

⑵ 通所介護費等算定方法第十号に規定する基準のいずれにも該

当しないこと。

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも

適合すること。

⑴ 指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、

介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適

合すること。

⑴ 指定地域密着型介護老人福祉施設の看護師若しくは准看護師

又は介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七

十五以上であること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適

合すること。

⑴ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用者に

直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占め

る割合が百分の三十以上であること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。

ネ 介護職員処遇改善加算 ネ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域 の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定地域

密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護 密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる 老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、平成27年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所 区分に従い、平成30年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定 定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからツまでにより算定した単位

数の1000分の59に相当する単位数

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからツまでにより算定した単位 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからツまでにより算定した単位

数の1000分の25に相当する単位数 数の1000分の33に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑵により算定した単位数の100分の

90に相当する単位数 90に相当する単位数
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⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑵により算定した単位数の100分の

80に相当する単位数 80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員処

遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除くの改善に要する費用の見

込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に

関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じてい

ること。

⑵ 指定地域密着型介護老人福祉施設において、⑴の賃金改善に

関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介

護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書

を作成し、全ての介護職員に周知し、市町村長（特別区の区長

を含むに届け出ていること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 指定地域密着型介護老人福祉施設において、事業年度ごとに

介護職員の処遇改善に関する実績を市町村長（特別区の区長を

含むに報告すること。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働

者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法

その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられ

ていないこと。

⑹ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設において、労働保険料

の納付が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
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㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつロ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

８ 複合型サービス費 ８ 複合型サービス費

イ 複合型サービス費（１月につき） イ 看護小規模多機能型居宅介護費（１月につき）

⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合

⑴ 要介護１ 13,341単位 ㈠ 要介護１ 12,341単位

⑵ 要介護２ 18,268単位 ㈡ 要介護２ 17,268単位

⑶ 要介護３ 25,274単位 ㈢ 要介護３ 24,274単位
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○ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十六号）（抄）【平成二十七年八月一日施行（予
定）】

（変更点は下線部）

現 行 改 正 案

別表 別表

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表

１～６ （略） １～６ （略）

７ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ７ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)（１日につき） ⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)（１日につき）

㈠～㈤ （略） ㈠～㈤ （略）

⑵ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)（１日につき） ⑵ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)（１日につき）

㈠ 要介護１ 594単位 ㈠ 要介護１ 547単位

㈡ 要介護２ 661単位 ㈡ 要介護２ 614単位

㈢ 要介護３ 729単位 ㈢ 要介護３ 682単位

㈣ 要介護４ 796単位 ㈣ 要介護４ 749単位

㈤ 要介護５ 861単位 ㈤ 要介護５ 814単位

ロ （略） ロ （略）

ハ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 ハ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費

⑴ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（１日に ⑴ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（１日に

つき） つき）

㈠ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ) ㈠ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅰ)

ａ～ｅ （略） ａ～ｅ （略）

㈡ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ) ㈡ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(Ⅱ)

ａ 要介護１ 747単位 ａ 要介護１ 700単位

ｂ 要介護２ 810単位 ｂ 要介護２ 763単位

ｃ 要介護３ 877単位 ｃ 要介護３ 830単位

ｄ 要介護４ 940単位 ｄ 要介護４ 893単位

ｅ 要介護５ 1,002単位 ｅ 要介護５ 955単位

⑵ 旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介 ⑵ 旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護費（１日につき） 護費（１日につき）

㈠ 旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活 ㈠ 旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
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介護費(Ⅰ) 介護費(Ⅰ)

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

㈡ 旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活 ㈡ 旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護費(Ⅱ) 介護費(Ⅱ)

ａ 要介護１ 747単位 ａ 要介護１ 700単位

ｂ 要介護２又は要介護３ 847単位 ｂ 要介護２又は要介護３ 800単位

ｃ 要介護４又は要介護５ 970単位 ｃ 要介護４又は要介護５ 923単位

ニ～ネ （略） ニ～ネ （略）

８ （略） ８ （略）




